
                               

契約変更理由書 

神戸市 

工  事  名 学園東町公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要   

                   （変更前）  ⇒  （変更後） 

 

   ・タイル等運搬処分         16回        0回 
   ・舗装工（乗入部）3層        0㎡       22㎡ 
   ・舗装工（乗入部）表層        0㎡       16㎡ 
   ・交通誘導警備員B           0人       25人 
 

契約変更の理由  
 

・自然石舗装撤去工でアスファルトから自然石化粧材の分離が困難となり、自然石も含め As
での処分となるため、当初想定していたタイル等運搬処分に減が生じる。 

・透水性脱色カラーアスファルト舗装工－2 の施工のため、南側から大型車の車両の出入り

を計画していたが、乗り入れ部の舗装構造が大型車対応していないことが判明したため、

仮舗装として舗装工（乗入部）3 層、舗装復旧として舗装工（乗入部）表層等の増工が生

じる。 
・歩道上の仮舗装や舗装復旧工の作業時に、普段乗り入れでない場所からの大型車の搬出入

があること、また近隣に小中専門学校、大学等があることから、交通誘導警備員を配置す

る必要が生じ、交通誘導警備員 B が増工となる。 
・現地精査の結果、その他の工種に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


